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(57)【要約】
【課題】リスト部からハンド部への配線が外に膨らんだ
り、振動したりすることを防ぎ、配線の寿命が長く、ハ
ンド動作の精度を確保しやすいロボットを提供すること
。
【解決手段】リスト部からハンド部への電気および／ま
たは信号配線として伸縮性伝送路を備えたロボットであ
って、該伸縮性伝送路にはハンド部のニュートラル位置
において張力が掛かっているロボット。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リスト部からハンド部への電気および／または信号配線として伸縮性伝送路を備えたロ
ボットであって、該伸縮性伝送路にはハンド部のニュートラル位置において張力が掛かっ
ているロボット。
【請求項２】
　リスト部に配線ガイドを有する配線巻付リングが取付けられており、伸縮性伝送路が該
配線ガイドを通してハンド部に接続されている請求項１に記載のロボット。
【請求項３】
　ハンド部に配線固定用具が取付けられている請求項２に記載のロボット。
【請求項４】
　配線ガイドが配線巻付リングの側面上部に位置する請求項２または３に記載のロボット
。
【請求項５】
　配線ガイドが、棒状金属が渦巻きリング状に成形されたガイドであって、重なった部分
の棒状金属間隔が弛緩時の配線の直径の８０％以上でかつ直径未満である請求項２～４の
いずれか一項に記載のロボット。
【請求項６】
　配線ガイドがスネルガイドである請求項２～４のいずれか一項に記載のロボット。
【請求項７】
　配線ガイドが弛緩時配線直径未満の開口部を持ち、ガイドと配線の接触部が曲面からな
る請求項２～４のいずれか一項に記載のロボット。
【請求項８】
　配線巻付リングの側面が、上部および下部よりも中央部が凹んだ凹型形状である請求項
２～７のいずれか一項に記載のロボット。
【請求項９】
　配線巻付リングの側面が鏡面または梨地面である請求項２～８のいずれか一項に記載の
ロボット。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は伸縮性伝送路を備えたロボットに関し、さらに詳しくは、ロボットのアーム部
を構成するハンド部に電気および／または信号を供給する配線として伸縮性伝送路を用い
たロボットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ロボットのアーム部を構成するハンド部への電気および／または信号配線は、配線がロ
ボットの外部に外付けされている外付けタイプは勿論のこと、ロボットの内部に収納され
ている内蔵タイプもハンド部の手前でロボット外部に引き出され、外付けでハンド部に接
続されている。また、例えば６軸ロボットは、通常、図１に示したように、ロボットのア
ーム部を構成するショルダ部、アッパーアーム部、エルボ部、フォアアーム部、リスト部
およびハンド部が回転し、ハンド部が自由に位置を変えられるような構造になっている。
従って、ハンド部への配線は余裕を持った長さで設計されており、ハンド部の動作時に配
線が振り回されることへの対策が必要となる。
【０００３】
　例えば下記特許文献１には、ロボットのアーム部に接続されるケーブルが周辺機器との
干渉を回避する技術が開示されており、この技術ではリスト部とハンド部間はケーブルを
周回して納めている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２００４－９８１７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ハンド部の動作時に配線が振り回されることへの対策は十分であるとはいえなかった。
特許文献１の技術で用いているケーブルでは周辺機器との干渉は比較的回避しやすい。し
かし、キンク防止のため、ケーブルに剛性をもたせると、ある程度の大きさの周回半径が
必要となるし、また、ねじり力によるダメージ低減のためには、周回半径を大きくする必
要がある。さらに、周回を解く方向にハンド部を回転させるとケーブルが外に膨らむ。こ
のような状態で高速に急制動すると、ケーブルが大きく振動する。ケーブルの振動は、周
辺機器との干渉のみならず、ハンド部にとっては、動作の精度上、好ましくない攪乱外力
となり、ケーブル自身にとっては、短命化の要因となる。さらに、ケーブルが共振を起こ
すと、上記の弊害はさらに大きなものとなる。
　本発明の目的は、上述のような状況に鑑みて、リスト部からハンド部への配線が外に膨
らんだり、振動したりすることを防ぎ、配線の寿命が長く、ハンド動作の精度を確保しや
すいロボットを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者等は、リスト部からハンド部への配線の仕方について鋭意検討を重ねた結果、
配線として伸縮性伝送路を用い、伸縮性伝送路のさらなる伸びの余地を多少犠牲にして、
ハンド部のニュートラル位置において張力が掛かっている状態にすることにより、上記目
的が達成されることを見出した。また、リスト部に配線ガイドを有する配線巻付リングを
取付け、伸縮性伝送路を配線ガイドを通してハンド部に接続することにより、配線がさら
に長寿命になることを見出した。
【０００７】
　即ち、本発明は下記の発明を提供する。
　（１）リスト部からハンド部への電気および／または信号配線として伸縮性伝送路を備
えたロボットであって、該伸縮性伝送路にはハンド部のニュートラル位置において張力が
掛かっているロボット。
　（２）リスト部に配線ガイドを有する配線巻付リングが取付けられており、伸縮性伝送
路が該配線ガイドを通してハンド部に接続されている上記１項に記載のロボット。
　（３）ハンド部に配線固定用具が取付けられている上記２項に記載のロボット。
　（４）配線ガイドが配線巻付リングの側面上部に位置する上記２または３項に記載のロ
ボット。
　（５）配線ガイドが、棒状金属が渦巻きリング状に成形されたガイドであって、重なっ
た部分の棒状金属間隔が弛緩時の配線の直径の８０％以上でかつ直径未満である上記２～
４項のいずれか一項に記載のロボット。
　（６）配線ガイドがスネルガイドである上記２～４項のいずれか一項に記載のロボット
。
　（７）配線ガイドが弛緩時配線直径未満の開口部を持ち、ガイドと配線の接触部が曲面
からなる上記２～４項のいずれか一項に記載のロボット。
　（８）配線巻付リングの側面が、上部および下部よりも中央部が凹んだ凹型形状である
上記２～７項のいずれか一項に記載のロボット。
　（９）配線巻付リングの側面が鏡面または梨地面である上記２～８項のいずれか一項に
記載のロボット。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明のロボットは、ハンド部への配線がハンド部の動作時に振り回されることなく、
小型化および高速化が可能となり、より狭い空間でも配線と周辺機器との干渉を回避でき
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る。また、ハンド動作も高精度化および高速化される。さらに、配線の寿命が長くなる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一般的な産業用ロボットの構成を示した図である。
【図２】本発明のロボットの構成を示す部分図である。
【図３】配線巻付リングの形状を説明した図である。
【図４】配線固定用具の形状を説明した図である。
【図５（ａ）】本発明のロボットの配線の状態を説明する図である。
【図５（ｂ）】本発明のロボットの配線の状態を説明する別の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明について、以下具体的に説明する。
　多軸ロボットのうち、一般的な６軸産業用ロボットは、図１に示したように、ベース部
１にショルダ部２が回転可能に支持されており（Ｊ１軸）、アッパーアーム部３がショル
ダ部２に回転可能に支持されており（Ｊ２軸）、エルボ部４がアッパーアーム部３に回転
可能に支持されており（Ｊ３軸）、フォアアーム部５がエルボ部４に回転可能に支持され
ており（Ｊ４軸）、リスト部６がフォアアーム部５に回転可能に支持されており（Ｊ５軸
）、リスト部６の先端にはＪ６軸フランジ部７およびメカニカルインタフェース部８があ
り、ハンド部９がメカニカルインタフェース部８に回転可能に支持されている（Ｊ６軸）
。各回転軸が０度（ニュートラル）から＋側あるいは－側に回転され、ハンド部の位置調
整が行なわれる。ここで、ニュートラルとは、ハンド部の回転軸の動作範囲内で配線され
ている配線の長さが最短になる位置をいう。
【００１１】
　本発明のロボットは図１に示された上述のようなロボットにおいて、リスト部からハン
ド部への配線として伸縮性伝送路が用いられ、該伸縮性伝送路にはハンド部のニュートラ
ル位置において張力が掛かっていることを特徴とする。
　ハンド部のニュートラルの位置で伸縮性伝送路に張力が掛けられているので、軸外方向
の動きが抑制される。また、ハンド部の回転動作に伴う伸縮性伝送路の余長処理は、伸縮
性伝送路の軸内方向の動き（伸縮）で行なわれる。その結果、上述の効果が達成される。
　なお、ハンド部のニュートラルの位置で伸縮性伝送路に張力を掛けているため、伸縮性
伝送路のさらなる伸びの余地を多少犠牲としているが、ハンド部とリスト部の伸びのみで
余長処理ができなければ、フォアアーム部等にもまたがるように配線して、より長い配線
全体で余長処理してもよい。
　伸縮性伝送路の固定方法は、アームのプログラム動作範囲内において、伸縮性伝送路が
最も短くなる状態で、伸縮性伝送路の弛緩時の長さの０．５％～１５％伸長させて固定さ
れているのが好ましく、３％～１０％がさらに好ましい。
【００１２】
　しかし、配線がリスト部やハンド部に接していると、ハンド部の回転動作に伴って配線
の摩耗が徐々に進行する。この摩耗を減らすために、リスト部、例えば先端のＪ６軸フラ
ンジ部７の外周に配線ガイドを有する配線巻付リングを取付け、伸縮性伝送路を該配線ガ
イドを通してハンド部に接続することが有効である。図２はこの態様のロボットのリスト
部およびハンド部を示す部分図であり、（ａ）が正面図で、（ｂ）が下から見た図である
。図中番号は図１とおなじであり、１０は配線巻付リング、１１は配線ガイド、１２は配
線である。図２（ａ）において、Ｊ６軸フランジ部７およびメカニカルインタフェース部
８は配線巻付リング１０に隠れており、図２（ｂ）においてメカニカルインタフェース部
８はハンド部９に隠れている。
【００１３】
　ハンド部は６軸を中心にして回転運動し、ニュートラル位置からの回転に伴って伸縮性
の配線は伸びるが、Ｊ６軸フランジ部７の外周に配線巻付リング１０が取付けられている
本発明のロボットでは、伸びた配線は配線ガイド１１を起点にして配線巻付リング１０の
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側面に巻かれる。図５は後述の実施例における配線の動きを説明した図であり、（ａ）は
ハンド部９がニュートラルの位置にある時の図であり、（ｂ）はハンド部９が回転運動し
た後の図である。この図から分かるように、ハンド部の回転運動によって配線１２は配線
巻付リング１０の側面に巻きついている。従って、配線巻付リングの側面を鏡面にしてお
けば、配線の摩耗は減り、配線の寿命は長くなる。また、配線巻付リングの側面が金属か
らなる場合は、梨地面にすることにより、摩擦係数を低減させ、配線の摩耗を減らし、配
線の寿命を長くすることができる。
【００１４】
　本発明で用いられる配線巻付リングの一例を図３に示す。図３において、（ａ）は平面
図であり、（ｂ）は側面図であり、（ｃ）はＡ－Ａ’で切断した断面図である。リスト部
先端のＪ６軸フランジ部の外周に取り付けるために、配線巻付リングは中空の円筒体であ
り、内径はＪ６軸フランジ部の外径に合わされる。円筒体の高さ、即ち配線巻付リングの
側面の高さは、用いられる配線の太さおよび本数によって異なり、全ての配線が側面に納
まる高さが好ましい。この時、配線が重ならないことが好ましい。また、リスト部にハン
ド部が取り付けられた後に、Ｊ６軸フランジ部の外周に取り付けるためには、少なくとも
２つに分割され、それぞれは略円弧状をしていることが好ましい。それぞれをＪ６軸フラ
ンジ部に取り付けた後、ボルト２０で一体化される。分割が必要な場合には、分割された
それぞれの配線巻付リングの接合箇所で配線が摩耗することを防ぐために、分割個数は少
ないことが好ましく、半円状に２つに分割することが好ましい。さらに、切断部およびボ
ルト穴の角部はＲをつけておくことが好ましい。図中２１は、配線巻付リングをＪ６軸フ
ランジ部外周に取り付けた後、Ｊ６軸フランジ部に固定するための押さえボルトをねじ込
むためのねじ穴である。配線巻付リングの側面に巻きついた配線が側面から外れないよう
に、該側面は図３（ｃ）に示したように、上部および下部に対して中央部が凹んだ凹型形
状であることが好ましい。この場合、配線が重なることにより、配線巻付リングの高さを
低くすることもできる。
　配線巻付リングの材質は特に限定されず、汎用されているプラスチックや金属を用いる
ことができる。例えばポリアミド樹脂は、側面の鏡面化加工が容易であり、また配線が巻
き付く際の力で側面が変形しにくいので好ましい。
【００１５】
　配線ガイド１１は、配線ガイド１１の底面と配線巻付リング１０の上面が概ね同一平面
になるように配線巻付リングに取り付けられることが好ましい。このような位置関係にし
ておくと、配線が配線巻付リングの側面を離れて、ロボットのリスト部やハンド部に巻き
ついたり、リスト部とハンド部の間に巻き込まれることを防止できる。
　本発明において用いる配線ガイドは特に制限はなく、一般に市販されている配線ガイド
を何ら制限なく用いることができる。両端にコネクタや基盤の取りついた配線を取り付け
やすくするためには、ガイドの配線を収める部分への開口部を有するガイドを用いること
ができる。例えば、棒状金属が渦巻きリング状に成形され、重なった部分の棒状金属間隔
が弛緩時の配線の直径の８０％以上でかつ直径未満のガイドを用いることができ、重なっ
た部分の棒状金属間隔が開口部となる。
　配線巻付リングへの取り付け易さおよび配線ガイドと配線巻付リングの上記位置関係を
考慮すると、スネルガイドが好ましい。
　さらに別の形態として、ガイドの配線を収める部分を、配線の軸方向からみて略Ｕ字形
状とし、ガイドと配線の接触しうる部分を曲面とすることもできる。該曲面の曲率を小さ
くすることにより、配線の寿命を長くすることができる。また、当該ガイドの支柱部分に
回転ロールを取り付け、配線の摩擦を低減することもできる。また、略Ｕ字型で閉じられ
ていない部分の間隔は、弛緩時の配線の直径の８０％以上でかつ直径未満とすることが好
ましい。
【００１６】
　また、本発明においては、配線はハンド部に一旦固定されてから、ハンド部の配線接続
端子に接続されることが好ましい。配線をハンド部に確実に固定することにより、配線巻



(6) JP 2014-111294 A 2014.6.19

10

20

30

40

50

付リングの側面に巻きついた配線は側面から外れにくくなる。配線のハンド部への固定は
配線固定用具を用いて行なうことが好ましい。後述の実施例で用いた図５（ａ）および図
５（ｂ）に示したロボットは、ハンド部にカメラやセンサ等を組み込むためのテーブル部
を備えたロボットであるが、このテーブル部に配線固定用具を備えた例である。これらの
図中、９がハンド部であり、９ａがテーブル部であり、９ｂがワーク部であり、１３が配
線固定用具であり、１２が配線である。
【００１７】
　図４は本発明で用いる、形状が長方体の配線固定用具の一例を示した図である。図４に
おいて、（ａ）は平面図であり、（ｂ）は側面図であり、（ｃ）はＢ－Ｂ’で切断した断
面図である。この配線固定用具はベース３０とホルダー３１からなっており、ベースとホ
ルダーを重ね合わせた時に配線を固定するための貫通孔３２が形成されるように、それぞ
れの重ね合わせ面に凹部が形成されている。貫通孔３２の数および直径は配線の数および
直径に応じて決められる。配線をベースの凹部にセットし、その上からホルダーを重ね合
わせて配線を固定し、ベースを下にして、ハンド部のテーブル部にボルト３３により固定
する。貫通孔３２の周囲部３４はＲを付けておくことが好ましい。Ｒを付けておかないと
、配線を傷つけ断線につながる場合がある。また、ホルダーの角部３５もＲを付けておく
ことが好ましい。配線固定用具の材質は特に限定されず、汎用されているプラスチックや
金属を用いることができる。例えばポリアミド樹脂を用いることができる。
　ハンド部に上記テーブル部のような長方体の配線固定用具を取り付ける適当な部材がな
い場合は、配線固定用具として市販のケーブル固定用金具を用いることができ、あらかじ
めケーブル固定用金具をハンド部に取り付けておけばよい。
　また、配線の固定用具で固定される位置は収縮チューブで被覆しておくと、配線固定用
具で締め付けたときのダメージが少なくなるので好ましい。収縮チューブで配線を被覆す
るに際し、配線を伸長した状態で収縮チューブをセットし熱収縮させると配線がずれにく
くなり好ましい。当該収縮チューブに接着性の樹脂付熱収縮チューブを用いるとさらにず
れにくくなり好ましい。
【００１８】
　伸縮性伝送路には、電流を伝送する電力伝送路、電気信号を伝送する電気信号伝送路、
光を伝送する光伝送路、光信号を伝送する光信号伝送路、熱を伝送する熱伝送路、液体を
伝送する液体伝送路および気体を伝送する気体伝送路があるが、本発明では電流を伝送す
る電力伝送路、電気信号を伝送する電気信号伝送路および光信号を伝送する光信号伝送路
が用いられる。電力伝送路の代表的なものは、弾性体の周囲に銅線やアルミ線をらせん状
に捲回した伸縮電線がある。信号伝送路の代表的なものには、電気信号伝送線や光信号伝
送線がある。伸縮性電気信号伝送線は、２本以上の導体線を弾性体の周囲に同一方向に捲
回したものや、交差して捲回したものが知られる。伸縮性光信号伝送線は、マルチコア型
のプラスチック光ファイバやフッ素系光ファイバなどを弾性体の周囲にらせん状に捲回し
たものがある。このような伸縮性伝送路は例えば国際公開第２００８／０７８７８０号パ
ンフレットや国際公開第２００９／１５７０７０号パンフレットに開示されており、本発
明にもこれらの国際公開公報に開示された伸縮性伝送路を何ら制限なく用いることができ
る。
【実施例】
【００１９】
　以下に、実施例により本発明を具体的に説明する。
　図１に示した、ベース部１にショルダ部２が回転可能に支持されており、アッパーアー
ム部３がショルダ部２に回転可能に支持されており、エルボ部４がアッパーアーム部３に
回転可能に支持されており、フォアアーム部５がエルボ部４に回転可能に支持されており
、リスト部６がフォアアーム部５に回転可能に支持されており、リスト部６の先端にはＪ
６軸フランジ部７およびメカニカルインタフェース部８があり、ハンド部９がメカニカル
インタフェース部８に回転可能に支持されているロボットのＪ６軸フランジ部７に配線ガ
イド１１を有する配線巻付リング１０を取り付けた。配線巻き付けリングはポリアミド樹
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脂製で、図３に示した形状を有している。配線ガイドには市販のスネルガイドを用い、ス
ネルガイドのリング部底面が配線巻き付けリング上面と同じ高さになるように取り付けた
。ハンド部にはテーブル部９ａとワーク部９ｂを有しているものを用い、テーブル部上に
配線固定用具１３を取り付けた。配線固定用具はポリアミド樹脂製で、図４に示した形状
を有している。
【００２０】
　伸縮性伝送路１２には国際公開第２００８／０７８７８０号パンフレットの実施例１に
記載されたものが４本からなるものを用い、ハンド部がニュートラル状態で張力が掛るよ
うに、弛緩時の長さから５％伸長させた状態でセットし、ロボットのハンド部の作動テス
トを行なった。
　図５にテスト結果を示す。図５（ａ）はハンド部がニュートラルの時の作動状態を示し
た図であり、図５（ｂ）はハンド部が１８０度回転した時の作動状態を示す図である。図
５（ｂ）から分かるように、配線（伸縮性伝送路）１２は配線巻き付けリング１０の側面
にきれいに巻きつき、外れることは無かった。従って、本発明のロボットは、ハンド部へ
の配線がハンド部の動作時に振り回されることなく、小型化および高速化が可能であり、
配線の寿命が長いロボットであることが確認された。
【産業上の利用可能性】
【００２１】
　本発明のロボットは、ハンド部への配線がハンド部の動作時に振り回されることなく、
省電力化や高生産性につながる、小型化および高速化が可能であり、配線の寿命が長いロ
ボットであるので、産業上の利用価値は極めて大きい。
【符号の説明】
【００２２】
　１　　ベース部
　２　　ショルダ部
　３　　アッパーアーム部
　４　　エルボ部
　５　　フォアアーム部
　６　　リスト部
　７　　Ｊ６軸フランジ部
　８　　メカニカルインタフェース部
　９　　ハンド部
　９ａ　　テーブル部
　９ｂ　　ワーク部
　１０　　配線巻付リング
　１１　　配線ガイド
　１２　　配線
　１３　　配線固定用具
　２０　　ボルト
　２１　　ねじ穴
　３０　　ベース
　３１　　ホルダー
　３２　　貫通孔
　３３　　ボルト
　３４　　貫通孔周囲部
　３５　　ホルダー角部
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